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身体障害 

３６６万３千人 

知的障害 

５４万７千人 

精神障害 

（含発達障害） 

３２３万３千人 

   Ⅰ 現状  １ 障害者区分 



認
知
症 

６５歳以上、３００万人 厚生労働省2012.8 

高齢認知症は障害者に区分されない 



厚生労働省 「障害者白書 平成24年版」 2012.6 

障害者数（推計） 



１ 生活全般の支援サービス 

２ 移動・行動の支援サービス 

３ 居住関係の支援サービス 

４ 自立訓練の支援サービス  

５ 就労の支援サービス 

福祉サービス 
２ 福祉サービス 



１ 生活全般の支援サービス 
①重度障害者等包括支援 

 重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活
介護、児童デイサービス、短期入所自立訓練等を包括的に提供 
②居宅介護 

 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃
除等の家事、その他の生活全般にわたる援助 
③重度訪問介護 

 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、
入浴、排せつ及び食事等の介護を総合的に実施 
④療養介護 

 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下に、
機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話 
⑤生活介護 

 障害者支援施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護をはじめ
必要な援助を実施 



２ 移動・行動等の支援サービス 
①同行援護 

 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につ
き、外出時において、当該障害者等に同行し、外出する際に
必要な援助を適切かつ効果的に実施 
②行動援護 

 障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために
必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食
事等の介護、その他行動する際に必要な援助  
 



３ 居住関係の支援サービス 
①短期入所（ショートステイ） 

 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間
の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所、入
浴、排せつ及び食事その他の必要な保護 
②共同生活介護（ケアホーム） 

 共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯
及び掃除等の家事、、就労先その他関係機関との連絡、その他の必
要な日常生活上の世話 
③施設入所支援 

 施設での入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及
び助言、その他の必要な日常生活上の支援 
④共同生活援助（グループホーム） 

 地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間
において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活
上の援助 



４ 自立訓練等の支援サービス  
①児童デイサービス 

 障害児につき、施設に通わせ、日常生活における基本的
な動作の指導及び集団生活への適応訓練を実施 
②自立訓練（機能訓練） 

 身体障害を有する障害者につき、サービス事業所又は当
該障害者の居宅を訪問、理学療法、作業療法その他必要
なリハビリテーション、その他の必要な支援 
③自立訓練（生活訓練） 

 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、自立した
日常生活を営むために必要な訓練、その他の必要な支援 
④宿泊型自立訓練 

 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その
他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を
向上させるための支援 



５ 就労の支援サービス 
①就労移行支援 

 就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが
可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機
会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要
な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職
後における職場への定着のために必要な相談などを支援 
②就労継続支援A型（雇用型） 

 企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続
的に就労することが可能な対象者に対し、生産活動その他の活動の
機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必
要な訓練 
③就労継続支援B型（非雇用型） 

 年齢、心身の状態その他の事情により、事業所に雇用されることが
困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用される
に至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な
者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 



2003 北海道立特別支援教育センター 資料より引用 

３ 特別支援教育 



文部科学省2011.5.1現在  
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文部科学省2011.5.1 

285,000 

65,000 

155,000 

65,000 

650,000 

推測 
特別支援教育 
対象児童生徒 

９３５,０００名 

特別な場での 
特別支援教育  

特
別
支
援
教
育 

義務教育年代 総数１０５４万人 
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雇用と賃金・工賃 ４ 雇用 



重度障害者を
装って 
年金詐欺 

1介護保険の詐欺.avi
1介護保険の詐欺.avi
1介護保険の詐欺.avi
1介護保険の詐欺.avi


障害年金  程度・受給者 

１級 
 
 
 

２級 
  
 
 

３級 

身
体
障
害 

知
的
障
害 

横田直喜 「障害者に対する所得保障拡充の必要性」 
安田生命生活福祉研究所ホームページ www.myilw.co.jp/life/publication/quartly/pdf/80_04.pdfより引用 

５ 年金 

http://www.myilw.co.jp/life/publication/quartly/pdf/80_04.pdf
http://www.myilw.co.jp/life/publication/quartly/pdf/80_04.pdf
http://www.myilw.co.jp/life/publication/quartly/pdf/80_04.pdf


年金以外の手当・給付金 

障害年金 
1級障害が986,100円、2級障害が788,900円 



     身体障害者補助犬 
●身体障害者補助犬 
  盲導犬、介助犬、聴導犬を総称  
 
●身体障害者補助犬法 
 身体障害者補助犬法（ ２００２年５月成立） 
 公共施設や公共交通機関などを利用する際に、補助犬同伴を受け入れ、補
助犬使用者の社会参加を保障する法律 
 

６ 身体障害者補助犬 

  日本の補助犬 ： １１４３匹2012.8.17（北海道新聞調べ） 
    ・盲導犬 １０４３匹 （北海道５７匹） 
    ・介助犬   ６２匹 （北海道  ２匹） 
    ・聴導犬   ３８匹 （北海道  ０匹） 

●補助犬の養成費 
  指導員費、えさや薬品を含め、１匹当たりの訓練費は約３００万円 

  国や自治体が訓練施設などに経費の半分程度を助成しているが、
残りは寄付に頼っているのが現状 



身体障害者 
補助犬 
① 
② 
③ 

2-1盲導犬.avi
2-2聴導犬.avi
2-3介助犬.avi


A市の課題 
① 障害者とその介護者の高齢化について 
② 入所・入院等からの地域生活への移行と定着について 
③ 就労支援の充実 
④ 相談支援の充実 
⑤ 権利擁護・虐待の防止 
⑥ 障害者の理解 

 B市の課題 
①在宅福祉サービスの充実 
②住まいの充実 
③日中活動の場の再構築 
④就労支援の推進 

⑤発達障害のある児童への支援    

   Ⅱ 課題   １ 障害者福祉の課題 



２ 就労率の向上 

障害者雇用率:２０１３年４月１日施行 
 ○ 民間企業2.0％            （現行1.8％） 
 ○ 国及び地方公共団体2.3％    （現行 2.1％） 
 ○ 都道府県等の教育委員会2.2％ （現行 2.0％） 



３ 発達障害者の支援 
○不登校（２０１０年 文部科学省）  
     小学校・中学校 119,891名 (1.13%) 

○ひきこもり（２０１０年 内閣府） 
     70万人（15歳～39歳人口の1.8％） 

文部科学省 
２００３年 

 通常の学級で知
的発達に遅れは
ないが、学習面、
行動面で著しい困
難を示す児童生
徒が6.3％ 



心身機能 

健康状態 
（変調又は病気）  

身体構造  
活  動  参  加  

環境因子  個人因子 

国際生活機能分類（ＩＣF）2001年 世界保健機構（WHO） 

４ 障害者理解の推進 

ＩＣＦ:International Classification of Functioning, Disability and Health） 

心の
バリア
フリー 
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